
「地域再生法」に関する各種手続きについて 
●地域再生法の概要 

概 要 

地域再生法に基づく認定制度は、地域が行う地域再生のための自主的・自立

的な取組を総合的かつ効果的に支援するため、地方公共団体（県）が作成し、

その認定を申請する地域再生計画について内閣総理大臣が認定し、国は認定を

受けた地域再生計画に基づく事業に対し特別な措置を講じるものです。 

内閣総理大臣による地域再生計画の認定は、法及び地域再生基本方針等に基

づき行われることとなります。 

根拠法令・例規 地域再生法 ほか 

対 象 地 域 
「鹿児島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進計画」に定める区域 

 …志布志港周辺地域 

対 象 と な る 

事 業 の 類 型 

移転型事業 

 東京 23 区内から本県への本社機能等の移転 

拡充型事業 

 地方にある企業の本社機能等の移転・拡充 

認 定 を 受 け る 

ための主な要件 

(1)県の地域再生計画（鹿児島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進計画）

に適合すること 

・特定業務施設（本社機能等）（注）の整備（新増設、賃貸借、用途変更）

が行われていること  

（注）事務所（調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、その他総

務、人事等のいずれかの部門を有する事務所であって工場、営業

所は含まれない）、研究所、研修所 

・事業の実施地域が県計画に記載する区域内であること  

・事業の実施期間が県計画期間内（平成 32 年 3 月 31 日まで)であること 

 (2)本社機能等において常時雇用する従業員数が 10 人（中小企業は 5 人）以

上増加すること 

（新規雇用者の一部を東京23区からの転勤者とみなすことができる(東京23

区での従業員減少分を上限) ） 

特 定 業 務 施 設 

（本社機能等） 

と は ？ 

 



 
（鹿児島県ホームページより） 

優遇措置の概要 

 

移転型事業 

(1)国税 

 ＜オフィス減税＞ 

・建物等の取得価格に対する「特別償却」又は「税額控除」 

⇒特別償却 25％または税額控除 7％ 

  【適用対象】事業所等の建物、建物附属設備、構築物 

  【取得価格】2,000 万円以上（中小企業 1,000 万以上） 

  【限 度 額】税額向上を活用の場合、当期法人税額等の 20％ 

 

＜雇用促進税制＞ 

・雇用促進税制の諸要件を満たした場合、以下のとおり税額控除 

⇒①60 万円または 30 万円を税額控除(初年度・当該特定業務施設の当期 1

人あたり)  

(注)ただし、新規雇用者のうち、非正規社員の比率が全国平均を超過した場

合、超過した非正規雇用者に関する税額控除額は 10 万円減額 

⇒② ①に加え、東京 23 区からの移転者を含む当該地方事務所の当期増加雇

用者１人あたり 30 万円の税額控除を追加 

(注)②は雇用を維持していれば、最大３年間継続 

  【適用要件】適用年度中に雇用保険一般被保険者の数が５人（中小企業２

人）以上増加 

  【限 度 額】雇用促進税制とオフィス減税を合わせて、当期法人税額等の

30％ 

 

(2)地方税 

・事業税 

⇒3年間課税免除 

・不動産取得税 

⇒課税免除 

・固定資産税 

⇒3年間課税免除 

  【適用対象】減価償却資産（建物、建物附属設備、機械及び装置等） 

  【取得価格】3,800 万円以上（中小企業 1,900 万以上） 

 

拡充型事業 

(1)国税 

 ＜オフィス減税＞ 



 

●申請手続のスケジュール 

 １ 「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の作成 

 

 

 

・建物等の取得価格に対する「特別償却」又は「税額控除」 

⇒特別償却 15％または税額控除 4％ 

  【適用対象】事業所等の建物、建物附属設備、構築物 

  【取得価格】2,000 万円以上（中小企業 1,000 万以上） 

  【限 度 額】税額向上を活用の場合、当期法人税額等の 20％ 

 

＜雇用促進税制＞ 

・雇用促進税制の諸要件を満たした場合、特定業務施設の当期増加雇用者に対

して「税額控除」 

①法人全体の雇用者増加率が 10％以上の場合 

⇒1人あたり 60 万円 

(注)ただし、新規雇用者のうち、非正規社員の比率が全国平均を超過した

場合、超過した非正規雇用者に関する税額控除額は 10 万円減額 

②法人全体の雇用者増加率が 10％未満の場合 

⇒1人あたり 30 万円 

(注)ただし、新規雇用者のうち、非正規社員の比率が全国平均を超過した

場合、超過した非正規雇用者に関する税額控除額は 10 万円減額 

  【適用要件】適用年度中に雇用保険一般被保険者の数が５人（中小企業２

人）以上増加 

  【限 度 額】雇用促進税制とオフィス減税を合わせて、当期法人税額等の

30％ 

 

(2)地方税 

・不動産取得税 

⇒税率を 10 分の 1に軽減  

・固定資産税 

⇒税率を 3年間軽減 

（1年目：0.14、2 年目：0.467、3 年目：0.933 に軽減） 

  【適用対象】減価償却資産（建物、建物附属設備、機械及び装置等） 

  【取得価格】3,800 万円以上（中小企業 1,900 万以上） 

 

☆県独自の支援制度☆ 

要件を満たした場合、「県企業立地促進補助金」も利用可能！ 

交付要件：県外からの事業所の移転を伴うこと 

地方活力向上 

地域特定業務 

施設整備計画 

地方活力向上地域において、本店又は主たる事務所その他の地域における就

業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するもの（特定業務施設）を整備する

以下の事業の実施に関する計画 



 

 ２ 固定資産税の課税免除に関する申請 

※なお、事業者が以下のいずれかに該当したときは、指定を取り消し、課税免除が取り消されます。 

(1) 認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を取り消されたとき。 

(2) 事業の廃止又は休止があったとき。 

(3) 市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。 

(4) 前条の規定による報告をしなかったとき。 

(5) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。 

  

＜流れ＞ ＜手続き・提出書類＞ 

 

①申請 

（事業者→県） 

事業者は、県知事に、関係書類を提出します。（国規則第 28 条） 

（提出書類） 

①申請書 

（移転型事業は「別記様式第二十四」、拡充型事業は「別記様式第二十五」）  

②定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 

③直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産

目録又はこれらに準ずるもの 

④常時雇用する従業員の数を証する書類 

④その他（必要に応じ企業概要、パンフレット、計画図面等を添付） 

（提出先） 

〒８９０－８５７７ 鹿児島市鴨池新町１０番１号 

鹿児島県商工労働水産部産業立地課立地環境整備係 

TEL：０９９－２８６－２９８５ 
 

 

②承認 

（県→事業者） 

 

県知事は、申請書を受理した日から、原則として一月以内に、認定に関す

る処分を行います。 

また、認定をしたときは、事業者に認定通知書が交付されます。（国規則

第 28 条第２項・第３項） 
 

③実施状況報告 

（事業者→県） 

 

事業者は、計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則

として当該事業年度終了後１か月以内に、県知事に報告する必要がありま

す。（国規則第 36 条） 

＜流れ＞ ＜手続き・提出書類＞ 

 

① 申 請 書 の 提 出 

（事業所→市） 

 

固定資産税の不均一の課税を受けようとする認定事業者は、固定資産税の

課税免除（不均一課税）申請書(様式第 1 号)を提出します。（市規則第２条

第１項） 
 

②通知書の交付 

（市→事業所） 

 

市は、不均一課税申請書を受理し、内容について審査を行い、当該不均一

課税の可否を決定し、固定資産税の課税免除（不均一課税）承認(不承認)

通知書(様式第 2 号)により、認定事業者に通知します。（市規則第２条第２

項） 

 

⑤各種届出 

（事業所→市） 

事業者は、承認の日から最後の不均一課税を受ける年度の末日までの

間において、対象施設の事業の廃止又は休止があったときは、事業廃（休）

止届（様式第３号）を市長に提出しなければならない。（規則第４条） 

 


